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自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
、
原
則

と
し
て
４
月
１
日
現
在
で
の
自
動
車
登

録
の
住
所
（
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
住
所
）
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。　

　

引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き
は
、
運
輸
支
局
で
住
所
の
「
変
更

登
録
」
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

３
月
中
に
変
更
登
録
の
手
続
き
が
で

き
な
い
場
合
は
、
最
寄
り
の
地
域
県
民

局
県
税
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出

シ
ス
テ
ム
」
か
ら
届
け
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
県
H
P

（h
ttp
://w

w
w
.p
ref.aom

ori.
lg.jp/life/tax/top.htm

l
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問　

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税
管

　

理
課　

℡
（
34
）
３
１
４
１

相 談
労
働
相
談
会

　

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の
ト
ラ
ブ

ル
を
解
決
す
る
一
環
と
し
て
、
労
働
相

談
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
・
場
所

▽
３
月
３
日
㈫

　

13
時
30
分
〜
16
時

　

ア
ス
パ
ム
（
青
森
市
安
方
１
丁
目
１

　

番
40
号
）

▽
４
月
７
日
㈫

　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　

み
ど
り
や
ビ
ル
７
階
（
青
森
市
長
島

　

２
丁
目
１
番
５
号
）

問　

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

℡
０
１
７
（
７
３
４
）
９
８
３
２

注 意
愛
車
の
住
所
変
更
は

お
忘
れ
な
く

注 意
軽
自
動
車
税
の

変
更
手
続
き
は
お
早
め
に

制度案内
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

　

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
に
課
税
さ

れ
る
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

所
有
者
の
死
亡
、
転
出
、
車
両
の
名

義
を
変
更
し
た
と
き
、
処
分
、
紛
失
し

た
と
き
な
ど
は
届
出
が
必
要
で
す
。

　

届
出
の
な
い
場
合
は
、
引
き
続
き
軽

自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
き
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

各
手
続
き
場
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

手
続
場
所

▽
原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
㏄
以
下
）

　

・
小
型
特
殊
自
動
車

　

税
務
課
、
金
木
総
合
支
所
総
合
窓
口

係
（
内
線
３
１
１
４
）、
市
浦
総
合
支

所
総
合
窓
口
係
（
内
線
４
０
６
６
）

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
青
森
事
務
所
（

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
１
２
９
番
２

℡
０
５
０
（
３
８
１
６
）
１
８
３
１
）

▽
軽
二
輪
（
１
２
６
㏄
以
上
〜
２
５
０

　

㏄
以
下
）・
二
輪
の
小
型
自
動
車

　
（
２
５
１
㏄
以
上
）

　

国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
青
森

運
輸
支
局
（
青
森
市
浜
田
字
豊
田

１
３
９
番
13　

℡
０
１
７
（
７
３
９
）

１
５
０
１
）

問　

税
務
課　

内
線
２
２
２
７

　

標
記
の
二
法
が
改
正
さ
れ
４
月
１
日

よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
。

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

▽
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
公
正
な
待

遇
の
確
保
／
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

納
得
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
／
法
の

実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
規
定

▽
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

　

平
成
37
年
３
月
ま
で
時
限
立
法
を
延

長
／
法
に
基
づ
く
要
件
を
満
た
し
た
事

業
主
に
対
す
る
新
た
な
認
定
制
度
の
創

設
／
常
用
労
働
者
１
０
０
人
超
の
事
業

主
に
は
、
引
き
続
き
一
般
事
業
主
行
動

計
画
の
策
定
・
届
出
な
ど
を
義
務
化

問　

青
森
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

℡
０
１
７
（
７
３
４
）
４
２
１
１

開催案内
農
産
物
加
工
品
直
売
会

　

梅
漬
け
、
豆
腐
、
味
噌
な
ど
手
作
り

の
加
工
品
や
季
節
野
菜
な
ど
を
販
売
。

日
時　

３
月
４
日
我　

12
時
〜
13
時

場
所　

市
役
所
２
階
ロ
ビ
ー

問　

農
林
水
産
課　

内
線
２
５
２
１

消 費 生 活 相 談

消費生活全般
　五所川原市消費生活相談室
　℡33-1626
　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　9：00～16：30
　市役所３階消費生活相談室

多重債務相談
　くらしとお金の安心相談会
　消費者信用生活協同組合青森相談センター
　℡017-752-6755
　３月11日㈬
　10：00～16：00
　市役所３階消費生活相談室
　＊予約制。貸付制度あり。


